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                                        2026年4月 

お客様各位 

付加価値税申告書（P.P.30）および添付書類の様式改訂について 

 タイ歳入局は、付加価値税申告書（P.P.30）およびその添付書類の様式を改訂しました。本改訂

は、支店を有し本店で一括申告を行う場合において、これまで紙媒体でのみ対応していた追加申告

について、インターネット（E-Filing）による提出を可能とするためのものです。2026年 3月 1日よ

り適用開始となります。 

 

【主な変更点】 

1）住所情報の詳細追加 

 納税者情報の明確化および充実を目的として、住所情報の記載項目が追加されました。 

2）追加申告時の計算項目の追加 

 修正申告や追加申告が行われた場合に、より詳細な内容を表示できるよう、計算項目が追加され

ました。 

3）PromptPayによる還付を主要手段とする対応 

 納税者の利便性向上のため、税還付は PromptPayによる方法が主な手段となり、迅速性・透明

性・追跡可能性が向上します。 

4）追加申告時の添付書類（P.P.30）の改訂 

情報の充実および審査効率の向上を目的として、添付書類が改訂されました。 

 なお、添付の本社による支店一括申告用の P.P.30には、以下の追加詳細情報が含まれています。 

 4.1 売上の申告漏れ額および仕入の過大申告額の詳細（追加申告の場合） 

 4.2 税率 0％が適用される売上の詳細 

 4.3 付加価値税が免税となる売上の詳細 

 4.4 仕入の申告漏れ額および売上の過大申告額の詳細（追加申告の場合） 

 ただし、PP.30の記入方法自体は従来と変わらず、追加されているのは PP.30の添付書類の詳細情

報のみです。 



変更内容の詳細は以下の通りです。 

1．住所情報の詳細追加 

 住所情報の明確化のため、「分岐」の項目が追加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2．追加申告時の計算項目の追加 

 追加申告の場合に対応するため、各項目ごとの金額を入力できる欄が追加され、内容の修正・調

整がより容易になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3．PromptPayによる還付を主要手段とする対応 

 納税者が還付申請を行う際の利便性向上のため、税還付は PromptPayによる方法が主な手段とな

ります。なお、紙媒体で還付申請を行う場合は、所定欄への署名が必要です。署名がない場合は、

当月の過納税額は翌月の付加価値税の納付に充当されるものとみなされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



インターネット（E-Filing）にて申告する場合、申告前に以下の 2つの選択肢が表示されます。 

       還付を申請する                 及び       翌月の納税に充当する 

 

新様式 

 
 

 

旧様式では、申告前に以下の 3つの選択肢が設けられていました。 

        現金による還付              銀行振込による還付            翌月の納税に充当する 

 

旧様式 

 
 



4．追加申告時の添付書類（P.P.30）の改訂 

  追加申告の場合において、情報の網羅性を確保するためです。 

 なお、添付の本社による支店一括申告用の P.P.30には、以下の追加詳細情報が含まれています。 

 4.1 売上の申告漏れ額および仕入の過大申告額の詳細（追加申告の場合） 

 4.2 税率 0％が適用される売上の詳細 

 4.3 付加価値税が免税となる売上の詳細 

 4.4 仕入の申告漏れ額および売上の過大申告額の詳細（追加申告の場合） 

 ただし、PP.30の記入方法自体は従来と変わらず、追加されているのは PP.30の添付書類の詳細情

報のみです。 

 

 

【留意点】 

1．追加申告（PP.30）を行う場合 

 従来と比較して入力項目が追加されているため、正しい記入方法について事前に十分ご確認くだ

さい。 

2．過納税額の還付を申請する場合 

 タイ歳入局より、税還付は PromptPayによる方法が主な手段となる旨が案内されています。その

ため、還付を円滑に受けるためにも、事前に PromptPayの登録を行っておくことを推奨します。 

3．インターネット（E-Filing）での申告時 

 申告前の画面にて表示される内容を十分にご確認のうえ、「還付申請」または「翌月への充当」

のいずれかを正しく選択してください。なお、様式は従来と異なっておりますのでご注意くださ

い。 



改訂後の付加価値税申告書（P.P.30）様式 PDF（新様式） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


